
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
五
号　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

火 曜 日

号
外
第
四
十
五
号

平
成
三
十
年

十
月
十
六
日

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

規　
　
　

則

○
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

	

一

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

七

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号

　

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　

	

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年

山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、同
条
第
四
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
九
項
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

6　

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

一	　

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
に
相
当
す
る
額
（
次
号
及
び

次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
認

定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

　

二	　

私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
収
入
の
状
況
の

届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

7　

条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

一	　

条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
に
相
当
す
る
額
（
次
号
及
び

次
条
第
六
項
に
お
い
て
「
公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
認

定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

　

二	　

公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
収
入
の
状
況
の

届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

8
	　

条
例
別
表
第
一
の
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
同
項
に
規
定
す
る
給
付
金
の
受
給
資
格
の

認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務
と
す
る
。

9
	　

条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
同
項
に
規
定
す
る
給
付
金
の
受
給
資
格
の

認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務
と
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
別
表
第
二
の
八
の
項
」

を
「
別
表
第
二
の
十
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
別
表
第
二
の
七

の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
九
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第

二
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

「
別
表
第
二
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第

四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

5
		　

条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受

給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

6
	　

条
例
別
表
第
二
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受

給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

2
	　

条
例
別
表
第
三
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
務
と
す
る
。

3
	　

条
例
別
表
第
三
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
事
務
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
七
号

　

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
五
号　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

二

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
第
三
号
様
式
に
よ
る
図
面
」
を
「
申
請
書
（
第
二
号
様

式
）
に
図
面
及
び
承
諾
書
（
第
三
号
様
式
）
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
、
「
認
定
申
請
理
由
書
」
を
「
「
認
定
申
請
理
由
書
」
と
、
「
そ
の
他
」
と
あ

る
の
は
「
、
承
諾
書
（
第
五
号
様
式
の
二
。
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
認
定
に
係
る
道
が
施
行
規
則
第
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
そ
の
他
」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
五
号　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

三

 

第３号様式（第３条関係）

申請者の住所氏名 印 

承

諾

書

 この図面のとおり道路の位置の指定（変更・廃止）を承諾します。

権利者

権 利 住      所 氏    名 印

管理者

住      所 氏    名 印

承

諾

を

得

ら

れ

な

い

場

合

は

そ

の

理

由

図面作成者の住所氏名 印 

注

 １ ※印欄は、記入しないこと。

 ２ 承諾書の権利欄は、土地所有権、借地権その他のその土地又はその土地にある

建築物若しくは工作物に関して有する権利をそれぞれ記入すること。

 ３ 図面中に地名地番、権利及び氏名をそれぞれ記入すること。

 ４ 申請の道路の幅員及び長さの単位は、メートル（小数点以下２位まで）とする

こと。

 ５ 付近見取図及び地籍図との方位を一致させること。

※告示年月日

※告示番号

第 3号様式（第 3条関係）

 

第３号様式（第３条関係）

申請者の住所氏名 印 

承

諾

書

 この図面のとおり道路の位置の指定（変更・廃止）を承諾します。

権利者

権 利 住      所 氏    名 印

管理者

住      所 氏    名 印

承

諾

を

得

ら

れ

な

い

場

合

は

そ

の

理

由

図面作成者の住所氏名 印 

注

 １ ※印欄は、記入しないこと。

 ２ 承諾書の権利欄は、土地所有権、借地権その他のその土地又はその土地にある

建築物若しくは工作物に関して有する権利をそれぞれ記入すること。

 ３ 図面中に地名地番、権利及び氏名をそれぞれ記入すること。

 ４ 申請の道路の幅員及び長さの単位は、メートル（小数点以下２位まで）とする

こと。

 ５ 付近見取図及び地籍図との方位を一致させること。

※告示年月日

※告示番号



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
五
号　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

四

凡例

方 位

地 番 号 界 

町 村 界 

区 郡 界 

敷 地 線 

都 市 計 画 路 線 

既 存 道 路 

予定する道路の位置 

指定された道路の位置

廃止された道路の位置

申請する道路の位置 

標 識 の 位 置 

予 定 建 築 物 

（用途を記入のこと。）

既 存 建 築 物 

（用途を記入のこと。）

下 水 

 塀   

生 け 垣 



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
五
号　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

五

　

第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
五
号　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

六

第５号様式の２（第６条第２項関係）

申請者の住所氏名 印 

承

諾

書

 申請者その他の関係者が認定に係る道を将来にわたつて通行することを承諾

します。

権利者

権 利 住      所 氏    名 印

管理者

住      所 氏    名 印

承

諾

を

得

ら

れ

な

い

場

合

は

そ

の

理

由

注 承諾書の権利欄は、土地所有権、借地権その他のその土地に関して有する権利

をそれぞれ記入すること。

第 5号様式の 2（第 6条関係）
第５号様式の２（第６条第２項関係）

申請者の住所氏名 印 

承

諾

書

 申請者その他の関係者が認定に係る道を将来にわたつて通行することを承諾

します。

権利者

権 利 住      所 氏    名 印

管理者

住      所 氏    名 印

承

諾

を

得

ら

れ

な

い

場

合

は

そ

の

理

由

注 承諾書の権利欄は、土地所有権、借地権その他のその土地に関して有する権利

をそれぞれ記入すること。

第５号様式の２（第６条第２項関係）

申請者の住所氏名 印 

承

諾

書

 申請者その他の関係者が認定に係る道を将来にわたつて通行することを承諾

します。

権利者

権 利 住      所 氏    名 印

管理者

住      所 氏    名 印

承

諾

を

得

ら

れ

な

い

場

合

は

そ

の

理

由

注 承諾書の権利欄は、土地所有権、借地権その他のその土地に関して有する権利

をそれぞれ記入すること。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
五
号　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

七

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
規
定

に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細

則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
八
号

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

	
山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
四
百
十
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四
百
十
の
三　

建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
建
築
認
定
申
請
手
数
料

　

別
表
第
四
百
三
十
五
号
中
「
仮
設
建
築
物
の
建
築
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
仮
設
興
行
場
等
の
建
築

許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四	

百
三
十
五
の
二　

一
年
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
仮
設
興
行
場
等
の
建
築
許
可
申

請
手
数
料

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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八


